
「
地
方
の
こ
と
は
地
方
で
」
と
い
う
方
針
の
も
と
、
地
方
分
権
を
進
め

る
「
三
位
一
体
改
革
」。
そ
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
税
源
移
譲
で
は
、

所
得
税
（
国
税
）
と
住
民
税
（
県
民
税
・
市
民
税
）
の
税
率
を
変
え
る
こ
と

で
、
国
の
税
収
が
減
り
、
地
方
の
税
収
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お

よ
そ
３
兆
円
の
税
源
が
国
か
ら
地
方
へ
移
譲
さ
れ
ま
す
。

Q

税
負
担
が
増
え
る
の
？

A

ご
安
心
く
だ
さ
い
。
住
民
税
が
増
え

て
も
所
得
税
が
減
る
の
で
、
あ
な
た
の

負
担
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

住
民
税
の
税
率
が
一
律
10
％
に
な
っ

た
こ
と
よ
り
、
国
税
で
あ
る
所
得
税
の

税
率
構
造
も
見
直
さ
れ
ま
す
。
住
民
税

が
増
額
に
な
る
分
、
所
得
税
が
減
額
さ

れ
、
さ
ら
に
人
的
控
除
額
の
差
に
対
応

し
た
住
民
税
の
減
額
措
置
な
ど
が
講
じ

ら
れ
ま
す
の
で
、
税
源
移
譲
の
前
後
で

納
税
者
の
負
担
合
計
（
住
民
税
＋
所
得

税
）
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

節
税
対
策
は
万
全
で
す
か
？

所
得
控
除
等
を
申
告
す
る
こ
と
で
税
額

を
少
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
書
類

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
来
年

２
月
中
旬
か
ら
の
確
定
申
告
に
備
え
て
く

だ
さ
い
。（
確
定
申
告
の
詳
細
に
つ
い
て
は

２
月
１
日
号
広
報
に
掲
載
し
ま
す
）

医
療
費
控
除

医
師
・
歯
科
医
師
等
に
か
か
っ
た
と

き
の
治
療
費
や
、
治
療
に
必
要
な
医
薬

品
の
購
入
な
ど
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

（
18
年
中
の
医
療
費
の
合
計
が
『
10
万

円
も
し
く
は
所
得
の
５
％
相
当
額
の
少

な
い
ほ
う
の
金
額
』
を
越
え
た
場
合
）

申
告
の
際
に
は
領
収
書
が
必
要
で
す

の
で
、
対
象
と
な
る
も
の
を
き
ち
ん
と

準
備
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

社
会
保
険
料
控
除

国
民
年
金
や
国
民
健
康
保
険
、
介
護

保
険
な
ど
で
支
払
わ
れ
た
保
険
料
ま
た

は
共
済
掛
金
に
つ
い
て
の
控
除
が
あ
り

ま
す
。
支
払
先
か
ら
送
ら
れ
る
控
除
証

明
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

地
震
保
険
料
控
除
〈
新
設
〉

損
害
保
険
料
控
除
を
改
組
し
新
た
に

地
震
保
険
料
控
除
を
設
け
ま
す
。（
平
成

20
年
度
住
民
税
か
ら
）
地
震
保
険
契
約

に
か
か
る
保
険
料
の
金
額
の
２
分
の
１

に
相
当
す
る
金
額
（
最
高
２
万
５
千
円
）

が
所
得
控
除
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
平
成

18
年
末
ま
で
に
結
ん
だ
長
期
損
害
保
険

契
約
に
係
る
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
改

正
前
の
損
害
保
険
料
控
除
を
適
用
す
る

経
過
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

そ
の
他
、
雑
損
控
除
や
扶
養
控
除
、

寄
附
金
控
除
等
さ
ま
ざ
ま
な
控
除
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
市
民
税
係
ま
で
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

税
務
課
市
民
税
係
　
TEL
23
‐
１
１
２
４

Q

な
に
が
変
わ
る
の
？

A

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
効
率
的
に
行

え
る
よ
う
、
国
か
ら
地
方
へ
税
源
の
移

譲
が
行
わ
れ
ま
す
。

現
在
、
長
門
市
な
ど
の
地
方
自
治
体

は
、
国
が
国
税
と
し
て
集
め
た
財
源
の

中
か
ら
国
庫
補
助
金
を
受
け
、
様
々
な

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ

使
途
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
自
主
性
の

高
い
財
源
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
国
税
を
減
ら
し
国
庫
補

助
金
を
減
ら
す
替
わ
り
に
、
地
方
税
で

あ
る
住
民
税
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

地
方
自
治
体
が
主
体
的
に
使
え
る
自
主

財
源
を
増
や
そ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
住
民
は
よ
り
身
近
で
、

よ
り
良
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

Q

ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
？

A

住
民
税
所
得
割
の
税
率
が
10
％
に
統

一
さ
れ
ま
す
。

住
民
税
の
所
得
割
の
税
率
は
従
来
所

得
に
応
じ
て
５
％
、
10
％
、
13
％
の
３

段
階
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
19
年

か
ら
一
律
10
％
に
な
り
ま
す
。

課
税
所
得
が
200
万
円
以
下
の
人
に
つ

い
て
は
、
住
民
税
の
税
率
が
５
％
か
ら

10
％
と
な
る
た
め
、
住
民
税
が
増
額
に

な
り
ま
す
が
、
そ
の
分
所
得
税
が
減
額

に
な
り
ま
す
の
で
、
住
民
税
と
所
得
税

の
合
計
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

【
課
税
所
得
】

所
得
額
か
ら
基
礎
控
除
、
配
偶
者
控
除
、
配
偶

者
特
別
控
除
、
扶
養
控
除
、
社
会
保
険
料
控
除
、

生
命
保
険
料
控
除
、
損
害
保
険
料
控
除
な
ど
各

種
所
得
控
除
額
を
差
し
引
い
た
も
の


